
 令 和 ６ 年 度 学 童 保 育 所 入 所 案 内   

 

令 和 ６ 年 度 学 童 保 育 所 入 所 希 望 者 を 次 の と お り 募 集 し ま す 。  

 

1 .  趣 旨  

学 童 保 育 所 は 、保 護 者 が 労 働 等 に よ り 昼 間 家 庭 に い な い 小 学 生

児 童 を 対 象 に 、授 業 の 終 了 後 に 適 切 な 遊 び 及 び 生 活 の 場 を 与 え て 、

そ の 児 童 の 健 全 な 育 成 を 図 る こ と を 目 的 と し た 施 設 で す 。  

 

2 .  対 象 児 童  

市 内 の 小 学 校 （ 上 野 原 小 学 校 ・ 上 野 原 西 小 学 校 ・ 島 田 小 学 校・

秋 山 小 学 校 ）に 在 学 し 、か つ 市 内 に 住 所 を 有 す る 小 学 生 で 、保 護

者 が 労 働 な ど に よ り 昼 間 家 庭 に い な い 児 童 。  

 

 

3 .  開 設 地 区 及 び 定 員 等  

 

4 .  開 所 日 時  

　 ・ 月 曜 日 か ら 金 曜 日 の 学 校 下 校 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で 。  

　 ・ 土 曜 日 、 春 休 み 、 夏 休 み 、 冬 休 み 等 に つ い て は 、 午 前 ８ 時 か  

　 　 ら 午 後 ６ 時 ま で 。  

　 ・ 延 長 時 間 　 午 後 ６ 時 か ら 午 後 ７ 時 ま で 。  

 

5 .  休 所 日  

　 ・ 毎 週 日 曜 日  

　 ・ 国 民 の 祝 日 及 び 振 替 休 日  

　 ・ 年 末 年 始 （ 原 則 と し て １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 年 １ 月 ３ 日 ま で ）  

　 ・ 学 校 が 臨 時 休 校 （ 災 害 ・ 台 風 ・ 大 雪 な ど ） に な る 場 合 　 等  

 

 

 

 学 校 区 学 童 保 育 所 名 定 員
 

上 野 原 小 学 校 区

あ り ん こ 第 一 ク ラ ブ ４ ０ 人
 あ り ん こ 第 二 ク ラ ブ ４ ０ 人
 あ り ん こ 第 三 ク ラ ブ ４ ０ 人
 

上 野 原 西 小 学 校 区
コ モ コ モ ク ラ ブ 1 ４ ５ 人

 コ モ コ モ ク ラ ブ 2 ４ ５ 人
 島 田 小 学 校 区 か ぜ の こ ク ラ ブ ３ ０ 人
 秋 山 小 学 校 区 あ お ぞ ら ク ラ ブ ３ ０ 人



6 .  費 用  

　 ・ 月 額 ５ ， ０ ０ ０ 円 （ 指 定 金 融 機 関 の 口 座 振 替 と な り ま す ）  

　 　 （ ※令 和 ５ 年度市民税非課税世帯等の場合は減免措置あり）  

　 ・ 月 の 途 中 で の 入 退 所 の 場 合 も 、 １ ヶ 月 の 保 育 料 と し て 計 算 し  

ま す 。 日 割 り は 行 っ て お り ま せ ん 。  

・ 午 後 ６ 時 以 降 に お 迎 え の 場 合 、 延 長 保 育 料 と し て ３ ０ 分 に つ

き １ ０ ０ 円 負 担 し て い た だ き ま す 。  

 

7 .  事 業 の 内 容  

指 導 員 と 一 緒 に 本 を 読 ん だ り 、 遊 具 で 遊 ん だ り 、 手 芸 、 工 作 、

軽 ス ポ － ツ 等 を し て 過 ご し ま す 。  

 

8 .  入 所 手 続  

学 童 保 育 所 の 入 所 を 希 望 さ れ る 児 童 の 保 護 者 は 、下 記 ① ～ ④ に

つ い て 記 入 の う え 提 出 し て く だ さ い 。現 在 入 所 中 の 児 童 に つ い て

も 、引 き 続 き 入 所 を 希 望 さ れ る 場 合 は 書 類 の 提 出 が 必 要 と な り ま

す 。  

 

① 学 童 保 育 所 入 所 申 込 書 　 　  

② 在 職 証 明 書 （ 父 ･ 母 　 各 １ 部 ）  

※ 勤 務 先 の 事 業 所 等 で 証 明 し て も ら っ て く だ さ い 。  

③ 勤 務 状 況 ・ 住 民 税 課 税 状 況 等 調 査 同 意 書  

④ 口 座 振 替 継 続 依 頼 書 （ 継 続 児 童 ）  

ま た は 預 金 口 座 振 替 依 頼 書 （ 新 規 児 童 ）  

［ 児 童 が ２ 人 以 上 の 入 所 の 場 合 、 同 一 口 座 と な り ま す 。 ］  

 

9 .  申 込 受 付 期 間 及 び 場 所  

受 付 期 間 ： 令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日 ( 金 ) か ら １ ２ 月 ８ 日 ( 金 ) ま  

　 　 　 　 　 で （ 土 ・ 日 は 除 く 。 ） ※ 期 間 厳 守  

受 付 時 間 ： 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  

受 付 場 所 ： 総 合 福 祉 セ ン タ ー ふ じ み 内 上 野 原 市 役 所 子 育 て 保 健 課  

（ 子 育 て 支 援 担 当 　 ４ 番 窓 口 ）  

 

※ 受 付 期 間 以 前 の 申 し 込 み は で き ま せ ん 。受 付 期 間 終 了 後 の 申

し 込 み は 、 期 間 内 に 申 し 込 み さ れ た 方 が 優 先 と な り ま す 。  

※ 学 童 保 育 所 ・ 市 役 所 ( 本 庁 )・ 保 育 所 ・ こ ど も 園 ・ 支 所 ・ 出 張

所 で の 申 し 込 み は で き ま せ ん 。  

※ 定 員 に 満 た な い 場 合 は 、 随 時 申 し 込 み を 受 け 付 け ま す 。  

 



1 0 .  入 所 決 定 等 の 通 知  

３ 月 上 旬 ま で に 通 知 し ま す 。  

 

1 1 .  そ の 他 の 注 意 事 項  

・ 入 所 の 審 査 に あ た り 、 詳 細 を 確 認 さ せ て い た だ く 場 合 が あ  

り ま す 。  

・ 定 員 を 超 過 す る 申 し 込 み が あ っ た 場 合 は 、 判 定 基 準 に よ り

優 先 順 位 を 決 定 さ せ て い た だ き ま す 。 （ 現 在 入 所 中 の 児 童

に つ い て も 同 基 準 で の 判 定 と な り ま す 。 ）  

・ 指 導 員 と の 面 接 が 必 要 と 判 断 さ れ る 時 は 、 面 接 を 行 っ た 後  

入 所 の 判 定 を さ せ て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。  

・ 児 童 の 帰 宅 方 法 は 、 保 護 者 の 責 任 の も と に 行 っ て い た だ き

ま す 。 児 童 の 安 全 を 考 え 、 原 則 、 保 護 者 の お 迎 え で 行 っ て

く だ さ い 。  

・ 現 在 、 学 童 に 入 所 中 で 、 学 童 保 育 料 の 未 納 が あ る 場 合 は 、

申 し 込 み は で き ま せ ん 。  

・ 学 童 保 育 料 等 を 一 定 期 間 滞 納 し た と き 、 申 込 書 の 内 容 等 に

偽 り が あ っ た と き 、 及 び 学 童 保 育 所 の 運 営 に 支 障 を き た す

と き な ど は 、 退 所 し て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。  

 

　  

1 2 .  問 い 合 わ せ  

●上 野 原 市 役 所 子 育 て 保 健 課 子 育 て 支 援 担 当  　 　 ℡ 6 2－ 4 1 3 4  

●上 野 原 小 学 校 区 　 ・ ・ ・ あ り ん こ 第 一 ク ラ ブ 　  ℡ 6 2－ 3 1 0 9  

・ ・ ・ あ り ん こ 第 二 ク ラ ブ  　 ℡ 6 2 － 3 5 2 2  

・ ・ ・ あ り ん こ 第 三 ク ラ ブ 　  ℡ 6 3 － 4 1 5 1  

●上 野 原 西 小 学 校 区 ・ ・ ・ コ モ コ モ ク ラ ブ １ ・ ２  ℡ 6 6－ 3 9 2 5  

●島 田 小 学 校 区 　 　 ・ ・ ・ か ぜ の こ ク ラ ブ 　 　 　  ℡ 6 2－ 3 2 3 3  

●秋 山 小 学 校 区 　 　 ・ ・ ・ あ お ぞ ら ク ラ ブ 　 　 　  ℡ 5 6－ 1 2 3 4  

 

 

 

 


